
「
医
療
費
の
お
知
ら
せ
」を
確
定
申
告
で

　
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す

　
国
民
健
康
保
険
加
入
者
の
皆
様
へ
、
医
療
機
関

等
か
ら
の
請
求
に
基
づ
く「
医
療
費
の
お
知
ら
せ
」

を
作
成
し
送
付
し
て
い
ま
す
。
こ
の
通
知
は
、

医
療
費
控
除
の
申
告
手
続
き
の
際
、
医
療
費
の

明
細
書
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
た
だ
し
、
10
月
か
ら
12
月
ま
で
の
診
療
分
に

つ
い
て
は
、
2
月
下
旬
に
送
付
見
込
み
で
あ
り
、

確
定
申
告
開
始
時
期
に
間
に
合
わ
な
い
た
め
、

「
医
療
費
の
お
知
ら
せ
」が
届
く
前
に
確
定
申
告

を
さ
れ
る
方
は
、
領
収
書
に
基
づ
き「
医
療
費

控
除
の
明
細
書
」を
ご
自
身
で
別
途
作
成
い
た

だ
く
必
要
が
ご
ざ
い
ま
す
。　

　
医
療
機
関
等
か
ら
発
行
さ
れ
た
領
収
書
は

破
棄
せ
ず
、
大
切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

問　
町
民
課　
国
保
年
金
係 ☎

7
6
7-

2
3
4
0

都
市
計
画
変
更
に
関
す
る
説
明
会

　
仙
塩
広
域
都
市
計
画
区
域
区
分
、
用
途
地
域
、

地
区
計
画
及
び
下
水
道
計
画
の
変
更
に
関
す
る

説
明
会
・
公
聴
会
を
開
催
し
ま
す
。

【
説
明
会
】

●
と　
き　
10
月
13
日
㈬　
午
後
7
時
か
ら　

●
と
こ
ろ　
利
府
町
役
場
2
階　
会
議
室

【
公
聴
会
】

●
と　
き　
11
月
4
日
㈭　
午
後
7
時
か
ら

●
と
こ
ろ　
宮
城
県
行
政
庁
舎
9
階

　
　
　
　
　
第
1
会
議
室

　
※
素
案
の
内
容
は
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
お
よ
び

町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
※
公
聴
会
に
関
す
る
公
述
申
し
出
の
締
切
は

10
月
28
日
㈭
ま
で
と
し
ま
す（
当
日
消
印

有
効
）。
な
お
、
公
述
の
申
し
出
が
無
い

場
合
は
公
聴
会
を
中
止
し
、
県
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
ご
案
内
し
ま
す
。

問　
宮
城
県
土
木
部
都
市
計
画
課

　
　
　
☎
2
1
1-

3
1
3
4

　
　
利
府
町
都
市
開
発
部
都
市
整
備
課

　
☎
7
6
7-

2
3
4
2

令
和
４
年
度
児
童
ク
ラ
ブ

入
所
申
込
み
に
つ
い
て

　
児
童
ク
ラ
ブ
は
、
保
護
者
が
仕
事
等
で
放
課
後

家
庭
に
い
な
い
小
学
生
を
お
預
か
り
す
る
施
設

で
す
。
令
和
4
年
4
月
1
日
か
ら
利
用
を
希
望

さ
れ
る
場
合
、
一
斉
申
込
で
の
申
込
み
が
必
要

に
な
り
ま
す
。
な
お
、
一
斉
申
込
期
間
終
了
後
の

申
込
み
に
つ
い
て
は
、
4
月
1
日
か
ら
の
ご
利
用

は
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

●
必
要
な
書
類

　
①
入
所
申
込
書

　
②
保
育
が
で
き
な
い
こ
と
を
証
明
す
る
書
類

（
勤
務
証
明
書
等
）

　
③
同
意
書

　
※
詳
し
く
は
、入
所
案
内
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

●
一
斉
申
込
期
間

　
11
月
15
日
㈪
〜
12
月
17
日
㈮

●
受
付
場
所

　
子
ど
も
支
援
課
窓
口（
役
場
1
階
）

　
※
入
所
申
込
書
は
、
11
月
1
日
㈪
か
ら
子
ど

も
支
援
課
窓
口
で
配
布
し
ま
す
。

　
　
ま
た
、
現
在
入
所
中
で
、
来
年
度
も
利
用

を
希
望
す
る
場
合
は
、
各
児
童
ク
ラ
ブ
で

配
布
お
よ
び
受
付
し
ま
す
。

問　
子
ど
も
支
援
課　
子
ど
も
企
画
係　

☎
7
6
7-

2
1
9
3

全
国
地
域
安
全
運
動
が
始
ま
り
ま
す

【
運
動
期
間
】10
月
11
日
㈪
～
10
月
20
日
㈬

　
地
域
安
全
活
動
の
更
な
る
強
化
と
定
着
を

図
り
、
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
地
域
社
会
を
実
現
す
る

こ
と
を
目
的
に
、
全
国
地
域
安
全
運
動
が
実
施

さ
れ
ま
す
。
危
険
か
ら
身
を
守
り
、
安
全
を
確
保

す
る
た
め
に
は
、
自
ら
が
地
域
の
安
全
を
守
る
と

い
う
強
い
意
志
と
地
域
社
会
の
一
員
で
あ
る
と
の

連
帯
意
識
を
持
ち
、
地
域
ぐ
る
み
に
よ
る
自
主
的

な
活
動
を
続
け
て
い
く
こ
と
が
大
事
で
す
。

　
地
域
安
全
の
絆
を
広
め
、安
心
し
て
暮
ら
せ
る

美
し
い
地
域
社
会
を
つ
く
る
た
め
、地
域
ぐ
る
み

に
よ
る
自
主
安
全
活
動
を
推
進
し
ま
し
ょ
う
。

問　
危
機
対
策
課　
生
活
安
全
係

　
　
☎
7
6
7-

2
1
7
4

ま 
ち
か
ら
の

      
お
知
ら
せ

●日曜開庁日
10月10日（日）、11月14日（日）
午前9時から午後1時まで

【取り扱い窓口】
転入・転出等の手続きや、
住民票等の諸証明発行、
マイナンバー各種手続き、
納税相談、水道開閉栓手続き等
●夜間納税相談窓口
10月29日（金） 午後8時まで
●今月の納期限
11月1日（月）
・町県民税（第3期） 
・国民健康保険税（第5期）
・介護保険料（第4期） 
・後期高齢者医療保険料（第4期）

子
育
て
世
帯（
ひ
と
り
親
世
帯
を
除
く
）

生
活
支
援
特
別
給
付
金
の
ご
案
内

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
よ
る
影
響

が
長
期
化
す
る
中
で
、
生
活
の
実
情
を
踏
ま
え

た
支
援
を
行
う
た
め
、
子
育
て
世
帯
生
活
支
援

特
別
給
付
金
を
支
給
し
て
い
ま
す
。

●
対
象
者　
次
の
⑴
ま
た
は
⑵
に
該
当
す
る

　
　
　
　
　
ひ
と
り
親
世
帯
で
な
い
方

　
⑴
令
和
３
年
４
月
分
の
児
童
手
当
ま
た
は
特

別
児
童
扶
養
手
当
の
支
給
を
受
け
て
い
る

方
で
、
令
和
３
年
度
分
の
住
民
税
均
等
割

が
非
課
税
の
方（
申
請
不
要
）

　

⑵
⑴
の
ほ
か
、
18
歳
年
度
末
ま
で
の
児
童

（
障
害
児
に
つ
い
て
は
20
歳
未
満
）の
養
育

者
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
方（
申
請
が
必
要
）

　
○
令
和
3
年
度
の
住
民
税
均
等
割
が
非
課

税
で
あ
る
方

　
○
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
を

受
け
て
家
計
が
急
変
し
、
令
和
３
年
度
分

の
住
民
税
均
等
割
が
非
課
税
で
あ
る
方
と

同
様
の
状
況
に
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
方

●
給
付
額　
児
童
１
人
当
た
り
５
万
円

●
申
請
期
限　
令
和
４
年
２
月
28
日
㈪
ま
で

問　
子
ど
も
支
援
課　
子
ど
も
給
付
係

☎
7
6
7-

2
1
9
3

防
災
行
政
無
線
に
よ
る

情
報
伝
達
訓
練
を
実
施
し
ま
す

　
全
国
瞬
時
警
報
シ
ス
テ
ム（
Ｊ
ア
ラ
ー
ト
※
）を

用
い
た
訓
練
が
、
全
国
一
斉
に
実
施
さ
れ
ま
す
。

町
で
は
、
次
の
と
お
り
防
災
行
政
無
線
に
よ
る
訓

練
を
行
い
ま
す
の
で
、ご
理
解
を
お
願
い
し
ま
す
。

●
訓
練
日
時　
10
月
6
日
㈬　
午
前
11
時
頃

●
訓
練
で
行
う
試
験
放
送

　
① 

上
り
チ
ャ
イ
ム
音

　
　
（
ピ
ン
、
ポ
ン
、
パ
ン
、
ポ
ン
）

　
②「
こ
れ
は
、J
ア
ラ
ー
ト
の
テ
ス
ト
で
す
。」　

　
　
（
3
回
繰
り
返
し
）

　
③「
こ
ち
ら
は
、
防
災
り
ふ
広
報
で
す
。」

　
④
下
り
チ
ャ
イ
ム
音

※
Ｊ
ア
ラ
ー
ト
と
は
、
地
震
・
津
波
や
武
力

攻
撃
な
ど
の
緊
急
情
報
を
、
国
か
ら
人
工

衛
星
な
ど
を
通
じ
て
瞬
時
に
お
伝
え
す
る

シ
ス
テ
ム
で
す
。

問　
危
機
対
策
課　
危
機
管
理
係

　
　
☎
7
6
7-

2
1
7
4
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マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
交
付

夜
間
臨
時
窓
口
の
お
知
ら
せ

　
学
校
や
仕
事
な
ど
の
都
合
に
よ
り
、
平
日
の

開
庁
時
間
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
受
け
取
り

が
困
難
な
方
の
た
め
、マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

交
付
夜
間
臨
時
窓
口
を
開
設
し
て
い
ま
す
。

交
付
通
知
書（
は
が
き
）が
届
い
て
い
る
方
で
、

平
日（
日
中
）の
受
け
取
り
が
困
難
な
方
は
こ
の

機
会
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

●
開
設
日
時

・
毎
月
第
1
木
曜
日
・
第
3
木
曜
日

・
時
間　
午
後
7
時
30
分
ま
で

　
（
前
日
ま
で
の
ご
予
約
の
方
に
限
り
ま
す
）

・
場
所　
町
民
課（
庁
舎
1
階
窓
口
）

・
予
約
方
法

　
希
望
日
前
日
ま
で
に
電
話
で
ご
予
約
く
だ
さ
い

　
（
平
日
午
前
8
時
30
分
〜
午
後
5
時
15
分
）

●
取
り
扱
い
業
務

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
受
け
取
り

※
夜
間
臨
時
窓
口
で
は
、住
民
票
・
印
鑑
証
明
の

発
行
、
住
所
変
更
等
の
手
続
き
は
受
け
付
け

で
き
ま
せ
ん

問　
町
民
課  

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
係

☎
7
6
7-

2
1
1
8

電
話
で
聞
け
る

　
「
防
災
情
報
テ
レ
ホ
ン
サ
ー
ビ
ス
」

　
防
災
行
政
無
線
に
よ
る
災
害
情
報
の
放
送
が
、

気
象
条
件
等
に
よ
り
聞
き
取
り
に
く
か
っ
た

場
合
に
、
放
送
か
ら
12
時
間
以
内
で
あ
れ
ば
、

内
容
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※
通
話
料
は
、
個
人
負
担
と
な
り
ま
す
。

問　
【
テ
レ
ホ
ン
サ
ー
ビ
ス
】

☎
3
5
6-

8
9
5
1

　
　
危
機
対
策
課　
危
機
管
理
係

☎
7
6
7-

2
1
7
4

耐震木造住宅 設計・施工・耐震改修リフォーム工事

株式
会社 水間工務店

人 に 優 し い 木 の 住 ま い

TEL 022 356 2773 FAX 022 356 2244

〒981 0111 利府町加瀬字稲葉崎1 1

広告枠

TEL 022 356 2424 FAX 022 356 5066

〒981 01１１ 利府町加瀬字東後山１９－１

株式
会社 利府衛生

一般廃棄物処理・産業廃棄物収集運搬
し尿処理・浄化槽維持管理・清掃業務

　今年度は、衆議院議員総選挙（秋頃）、宮城県知事選挙
（秋頃）、利府町長選挙（令和4年2月6日）の3つの選挙が
予定されています。
　衆院選・知事選とも、日程が決まり次第、ホームページ
等でお知らせしますので、忘れずに投票しましょう。

◆入場券を郵送します
　選挙が近くなりましたら、世帯毎に
入場券を郵送しますので、投票の際に
ご持参ください。

◆病院等での不在者投票
　宮城県選挙管理委員会の指定する病院
等に入院又は入所されている方は、その
施設で投票することができます。詳しく
は、病院等の職員にご相談ください。

今年度の選挙について今年度の選挙について今年度の選挙について今年度の選挙について
◆期日前投票
　選挙の当日、仕事や外出のために投票所へ行くことが
できない方は、選挙の公示（告示）日の翌日から投票日の
前日までの間に、期日前投票所で投票しましょう。
【投票時間】　午前8時30分～午後8時
【場　　所】　利府町役場ペア・パル利府（町民交流館）
　期日前投票をする場合、入場券裏面の期日前投票宣誓書
にあらかじめ記入の上、ご持参願います。

◆新型コロナウイルス感染症の患者等の郵便投票
　新型コロナウイルス感染症の患者又は感染したおそれの
ある方で、投票をしようとする選挙の期日の公示（告示）
の日の翌日から投票日当日までの間に、「外出自粛要請」等
を受けた方※1は、特例として郵便投票ができます。詳し
くはホームページをご覧いただくか、選挙管理委員会まで
お問い合わせください。
※１　郵便投票の対象になる方は、感染症の予防及び感染症
の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項また
は検疫法第14条第1項第3号の規定により外出しないこ
との求め（外出自粛要請）を受けた方、もしくは検疫法
第14条第1項第1号または第2号に掲げる措置により宿泊
施設内に収容されている方です。「濃厚接触者」 は郵便
投票の対象とはなりませんので、ご注意ください。

▶ 第１投票所の場所が変わります ◀

問　選挙管理委員会事務局　☎767-2130　　767-2100

＜入場券イメージ＞

　旧生涯学習センター閉館に伴い、利府町第１
投票区の投票所が「利府町役場ペア・パル利府
（町民交流館）」に変わります。

  対象行政区
  加瀬、町加瀬、大町、館、仲町、東町、藤田
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